
 
 
 
 
 

（平成２０年度） 

 

 阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）防砂の施設の変更等 

 

 

（ 説明資料 ） 
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計  画  書 

 
阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）防砂の施設の変更（芦屋市決定） 
都市計画防砂の施設中，六甲山系芦屋川流域防砂の施設を次のように変更する。 

名   称 位   置 備  考 

六甲山系芦屋川流域防砂の施設 
芦屋市 三条町，山手町，城山， 

及び奥山 
面積：約２２．８ｈａ 
（約 0.07ha増） 

 
 「区域は計画図表示のとおり」 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
理  由  書 

 
 防砂の施設は市街地における土砂災害を防止し，安全で快適なまちづくりに寄与するため決

定しているものであるが，既決定の防砂の施設の整備や維持保全を行う上で，必要と判断され

る区域を今回，防砂の施設として追加するものである。 

- 31 -



計  画  書 

 
阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）高度地区の変更（芦屋市決定） 
都市計画高度地区を次のように変更する。 

種   類 面  積 建築物の高さの最高限度または最低限度 備 考 

第一種 
高度地区 

約２９９ｈａ 

建築物の各部分の高さ（地盤面からの

高さによる。以下同じ。） 
は、当該部分から前面道路の反対側の境

界線又は隣地境界線まで 
の真北方向の水平距離に０．６を乗じて

得たものに５メートルを 
加えたもの以下とする。 

約 0.07ha減 

 
「区域は計画図表示のとおり」 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
理  由  書 

 
  第６回区域区分の見直しに伴う、用途地域の変更に併せて、補完制度の高度地区の区域を

変更するものである。 
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計  画  書（参考） 

 
阪神間都市計画区域区分(芦屋市域)の変更（兵庫県決定） 
都市計画区域区分を次のように変更する。 

区域区分 面  積 備 考 

市 街 化 区 域 約９６９ｈａ 約 0.07ha減 

市街化調整区域 約８８８ｈａ 約 0.07ha増 

 
「区域は計画図表示のとおり」 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
理  由  書 

 
  阪神間都市計画区域においては都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的

な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分（以下「区域区分」という。）を

昭和 45 年に定めた後、概ね５年に一度の一斉見直しを行っており、今回第６回の一斉見直
しを行うものである。 
計画的な市街地整備が確実に行われる区域を市街化区域に編入し、あわせて、計画的な市

街地整備の予定がなく当分の間市街化が見込まれない区域を市街化調整区域に編入するなど、

計画的な市街化を図るため、本計画のとおり区域区分を変更するものである。 
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計  画  書（参考） 

 
阪神間都市計画用途地域(芦屋市域)の変更（兵庫県決定） 
都市計画用途地域を次のように変更する。 

種   類 面  積 備 考 

第一種低層住居専用地域 約２９８ｈａ 約 0.07ha減 

 
「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
理  由  書 

 
  阪神間都市計画区域においては、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画

的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分（以下「区域区分」という。）を

定めている。 
 今回、この区域区分を変更することにともない、良好な市街地形成と都市の健全かつ合理的

な土地利用の実現を図るため、本計画のとおり用途地域を変更するものである。 
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計  画  書 

 
阪神間都市計画特別緑地保全地区の変更（兵庫県決定） 
都市計画特別緑地保全地区中、会下山特別緑地保全地区を次のように変更する。 

名   称 面  積 備 考 

会下山特別緑地保全地区 
（近郊緑地特別保全地区） 

約 １５ｈａ 約 0.04ha増 

 
 「区域は計画図表示のとおり」 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
理  由  書 

 
会下山特別緑地保全地区は、「六甲山系グリーンベルト構想」に基づき、都市のスプロール、

緑地の保全等を目的として平成１０年に都市計画決定された。 
今回、当該区域内で進められている六甲山系グリーンベルト整備事業の進捗に伴い、より効

果的な斜面地の維持・管理を行うべく、周辺地形・近隣住宅等の位置関係を勘案し、一部区域

を追加するものである。 
なお、当該区域については本特別緑地保全地区とあわせて、土砂災害防止の観点から六甲山

系芦屋川流域防砂の施設も変更（追加）することとしている。 
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参 考 書 類 

 
１．都市計画を変更する土地の区域の一覧表 
 
２．変更区域の切り図 
 
３．現況説明書 
 
４．現況写真 
 
５．スケジュール表 
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１．都市計画を変更する土地の区域の一覧表（防砂の施設・特別緑地保全地区） 

 
都市計画防砂の施設 

都市計画名称 位 置 備 考 

六甲山系芦屋川流域防砂の施設 芦屋市山手町、三条町の各一部 
山手町 約３００㎡ 
三条町 約４００㎡ 

 
 
都市計画特別緑地保全地区 

都市計画名称 位 置 備 考 

会下山特別緑地保全地区 芦屋市三条町の各一部 三条町 約４００㎡ 
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３．現況説明書 

 
（前山地区） 
  当該地は芦屋市財産区所有の山林で、南側の民有地と北側の既決定の防砂の施設（国

所有）に挟まれた形となっており、防砂の施設の用地と一体となって斜面地を形成して

いる。   
今回、六甲山系芦屋川流域防砂の施設(前山地区)を「六甲山グリーンベルト整備事業」
の一環として整備が予定されており、防砂の施設の南西側に接近している民地の土砂災

害に対する安全性を確保するには、今回追加する区域を含めて整備する必要がある。 
南東部分については、市の財産区の山林の範囲が広く、斜面地は緩やかになってきて

おり、市の水道施設でもあることから、市街地の安全性に問題はないと判断し、区域に

は追加しない。 
 
（三条地区①、②） 
  北側に隣接する六甲山系芦屋川流域防砂の施設が「六甲山グリーンベルト整備事業」

により当該地も含めて用地買収や整備が行われており、樹木の植生により良好な斜面地

を形成している。今後、隣接する市街地を土砂災害から守るため、良好に維持・保全す

る必要があることから、防砂の施設及び特別緑地保全地区として区域に追加する。 
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４．現況写真 

（防砂の施設の追加部分の航空写真：前山地区） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ部の現況写真（前山地区） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑防砂の施設追加区

防砂の施設 

(六甲山系芦屋川流域防砂の施設) 

市街化区域 

市街化調整区

Ａ 
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（防砂の施設及び特別緑地保全地区の追加部分の航空写真：三条地区①、②） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ部の現況写真（三条地区①）          Ｃ部の現況写真（三条地区①） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ｄ部の現況写真（三条地区②） 

 

←防砂の施設追加区域(三条地区

防砂の施設 

(六甲山系芦屋川流

市街化区

市街化調整区

↑防砂の施設追加区域(三条地

Ｂ 

Ｄ 

Ｃ 

防砂の施設 

(六甲山系芦屋川流域防砂の施設) 

特別緑地保全地区 

(会下山特別緑地保全地区) 

↑防砂の施設・特別緑地 
保全地区の追加区域 

市街化調整区

市街化区域

↑防砂の施設・特別緑地 
保全地区の追加区域 
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５．スケジュール表（市決定分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      2008/12/10 
 
                      12/中旬 
                          
                                            1/15 

  
1/16  

                                          
 
                                           1/29 
 
                                           1/29 
 
                                           2/12 
 
                                           3/中旬 
 
                                           4/上旬 
 
 
                                      2009/4/下旬 

 
4/下旬 

県 市 

関係課下協議 

素案作成 
 
素案確定 

事前協議 
 関係課 
事前協議完了 

市原案事前協議 

芦屋市都市計画審議会（事前審） 

変更案縦覧告示 

市広報原稿締切日 

市広報発行日 

芦屋市都市計画審議会 

変更案縦覧開始 
 
変更案縦覧終了 

同意協議 

決定告示・永久縦覧 

同意協議（回答） 

図書(写)送付、土木等通知 

事前協議承認書 
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（平成２０年度） 

阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画） 

被災市街地復興区推進地域の廃止（２地区） 

 

（ 説明資料 ） 
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計  画  書 

 

阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)被災市街地復興推進地域の廃止（芦屋市決定） 

 

次の都市計画芦屋中央被災市街地復興推進地域を廃止する。 

 

名  称 位 置 面 積 備 考 

芦屋中央被災市街地復興推進地域 
芦屋市公光町，大桝町 

及び茶屋之町 
約１３．４ｈａ

当初決定 

平成7年3月17日

 

  「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

理  由  書 
 
 兵庫県南部地震により建築物の大部分が倒壊し，早期復興を目指すために，平成７年 3
月１７日に都市計画決定された。その後，土地区画整理事業の事業認可を平成８年に受け

区画整理事業を施行し，事業が終わり平成１４年に換地処分の公告を受け事業が完了して

いる。これらの事業が完了したことにより，被災市街地復興推進地域の役割も終えたもの

とし廃止するものである。 
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計  画  書 

 

阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)被災市街地復興推進地域の廃止（芦屋市決定） 

 

次の都市計画芦屋西部被災市街地復興推進地域を廃止する。 

 

名  称 位 置 面 積 備 考 

芦屋西部被災市街地復興推進地域 
芦屋市前田町，清水町，

津知町及び川西町 
約２１．２ｈａ

当初決定 

平成7年3月17日

 

  「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

理  由  書 
 
 兵庫県南部地震により建築物の大部分が倒壊し，早期復興を目指すために，平成７年 3
月１７日に都市計画決定された。その後，土地区画整理事業の事業認可を平成１０年に受

け区画整理事業を施行し，事業が終わり平成１７年に換地処分の公告を受け事業が完了し

ている。これらの事業が完了したことにより，被災市街地復興推進地域の役割も終えたも

のとし廃止するものである。 
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例

： 行政区域界

： 町字界

： 廃止する被災市街地復興推進地域

芦屋西部被災市街地復興推進地域

阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)被災市街地復興推進地域の廃止　 計画書

芦屋中央被災市街地復興推進地域
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 中央地区は芦屋市の中央部に位置し、西側は県道奥山精道線・北側は国道2号に、東
側は駅前線、南側は阪神電鉄にそれぞれ接する区域です。 この地域は、平成7年1月17
日に発生した阪神・淡路大震災により大きな被害を受けました。道路・公園等の都市基盤
が脆弱であったことから、土地区画整理事業により、安全で快適な市街地の復興を図るこ
ととし都市基盤整備公団に施行を要請しました。 
 平成8年6月に建設大臣から事業計画の認可を受け、仮換地指定を行い、移転補償交渉
を終えた所から、工事を進め、平成14年5月17日に換地処分の公告をおこない事業完了し
ました。現在では、多くの住宅や店舗の再建により、新しい街に生まれ変わっています。現
在は、清算事務をおこなっているところです。 
 また、防火水槽等の防災施設を備えた大桝公園や茶屋公園の整備も終わり、地域コミュ
ニティの場として活用されています。 
 
 

    
                                                 H14.5.17 

 
 

名称 阪神間都市計画事業芦屋中央震災復興土地区画整理事業

区域 芦屋市公光町・大桝町・茶屋之町の各一部

施行者 都市基盤整備公団

事業期間
平成8年6月18日～平成24年3月31日 
（清算期間：平成14年度～23年度迄）

事業費 約251億円

施行面積 公共用地率 減歩率

約13.4ｈ
整理前 整理後

約4.3％
26.8％ 30.0％

被災状況 震災前 544棟
全
壊

342棟 

62.9%
半壊

71棟 

13.1%

参考資料：土地区画整理事業の概要（ホームページより）
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―― 公光町から西方向 ――
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 本地区は、芦屋市の西部に位置し、地区の北側はJR東海道本線、南側は国道2号、東
側は芦屋川、西側は神戸市に囲まれた南北約190m、東西約690mの区域です。 
 震災前は、国道2号沿いの一部に店舗が立地しているほかは、住宅地としての土地利用
が中心となっていましたが、平成7年1月17日の阪神・淡路大震災において約91％の建物
が全半壊し、甚大な被害を受けました。 
 このような状況を踏まえ、安全で快適な市街地の復興と公共施設の整備改善、および宅
地の利用増進を図るため、土地区画整理事業によるまちづくりを行なうこととしました。 
 平成8年3月に芦屋西部地区まち再興協議会が住民の手により発足し、その後1年余りに
わたる検討が積み重ねられ、平成9年8月に同協議会から「まち再興計画案」が芦屋市に
提出されました。 
 兵庫県ならびに芦屋市から施行要請を受けた公団は、この計画案を踏まえた事業計画
を策定し、平成10年5月25日に建設大臣から事業計画の認可を受けて事業がスタートしま
した。一日も早い復興をめざし、芦屋市と公団が協力して換地の意向調査や個別説明を
経て、仮換地指定、建物移転や公共施設整備等に取り組み、平成15年5月2日に換地処
分の公告をおこない、事業が完了しました。現在は清算事務をおこなっているところです。
また、防火水槽や防災倉庫を備えた前田公園の整備が終わり、子どもたちが元気に遊び
まわっています。 
 
 

 
                                                  H15.5.2  

 

名  称
阪神間都市計画事業芦屋西部第一地区震災復興土地区画整理
事業

区  域 芦屋市前田町、清水町の一部

施行者 都市基盤整備公団 (旧 住宅･都市整備公団）

事業期間
平成10年5月25日～平成25年3月31日（清算期間：平成15年度～
平成24年度まで）

事業費 約195億円

施行面積 公共用地率 減歩率

約10．3ｈａ
整理前 整理後

約6．0％
27．8％ 32．1％

西部第一地区の被
災状況

震災前 425棟 全 壊 352棟 半 壊 34棟
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 本地区は、芦屋市の西部に位置し、西側および南側は神戸市に隣接し北側は国道2号
に面した区域です。 
 震災前は、国道2号沿いに小規模の店舗が立地するほかは低層の戸建て住宅が中心の
土地利用でしたが、平成7年1月17日の阪神・淡路大震災において92％の建物が全半壊
し、本市の中でも最も大きな被害を受けました。 
 このような状況を踏まえ、良好な住宅市街地の再生と防災性の向上を図るために、土地
区画整理事業により快適で安全なまちづくりを行うこととしました。 
 平成8年3月に「芦屋西部地区まち再興協議会」が発足し、1年余りにわたるまち再興の
検討が積み重ねられ平成9年8月に同協議会から「芦屋西部地区まち再興計画案」が市に
提出されました。 
 芦屋市は、この計画案を踏まえ事業計画を策定し、平成10年3月26日に事業計画の決
定公告を行い、事業がスタートしました。 
 その後、換地の意向調査や仮換地素案の個別説明などを経て、順次仮換地指定を進め
るとともに建物移転や宅地・公共施設の整備に取り組み、平成17年2月25日に兵庫県知事
が換地処分の公告をおこない、事業が完了しました。今後は、清算事務に移行します。 
 当地区では、第一地区と同様に住民が使い易い道路・公園の整備やまちのルールづくり
などに住民意見を反映させるため、協議会がワークショップ等を実施し意見集約を進め、
第二段階のまちづくり提案として＜道路整備計画編＞、＜公園整備計画編＞が提出され
ました。その後、5箇所の小公園、1箇所の緑地の整備にあたってもワークショップをおこな
い、住民意向を反映させた公園が完成しました。 
 公園は地域で守り育てるものということで、各公園は近隣住民が積極的に清掃・管理に
取り組んでおり、地域のコミュニティの場として今後が楽しみです。 
 
 

 
                                                 H17.2.25 

 

名  称
阪神間都市計画事業 芦屋西部第二地区震災復興土地区画
整理事業

区  域 芦屋市津知町および川西町の各一部

施行者 芦屋市（土地区画整理法第3条第3項）

事業期間
平成10年3月26日～平成27年3月31日 
（清算期間平成17年度～平成26年度まで）

事業費 約90.8億円

施行面積 公共用地率 平均減歩率

約10．7ｈａ
整理前 整理後

約2.56％
23．6％ 25．6％

西部第二地区の被災
状況

震災前 409棟 全 壊 332棟 半 壊 46棟

- 56 -



 
芦屋市西部地区震災復興土地区画整理事業 計画図 

- 57 -



- 58 -

参考資料：決定当初告示文（中央地区）
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参考資料：決定当初告示文（西部地区）


